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扶養状況申立書 〇 〇 〇 〇

住民票　※1 〇 〇 － －

戸籍謄本（抄本） － － 〇 〇

対象者世帯の住民票　※2 － － 〇 〇

対象者が学生で通学の為の別居 学生証（両面）（写）または在学証明書（写） 〇 〇

仕送りの振込明細書（写）または通帳の振込履歴（写） ※3 〇 〇

配偶者の源泉徴収票（写）または確定申告書（写し） ※4 － 〇 － 〇

婚姻受理証明書（写）または戸籍謄本（抄本） 〇 － － －

失業給付を受給予定 離職票1・2（写）　※5

失業給付受給中 雇用保険受給資格者証（写）の両面

失業給付受給終了 雇用保険受給資格者証（写）の両面　※6

失業給付を受給延長した 雇用保険受給延長届（写）

失業給付を受給しない

給付対象外（加入期間不足）
離職票1・2（写）

雇用保険未加入
雇用保険に未加入であったことが記載されている証明書類

（源泉徴収票等）

《以下のいずれか１点》

・雇用契約書（写）

・労働条件通知書（写）

〇 〇 〇 〇

「申請理由」の根拠となる書類 〇 〇 〇 〇

対象者の直近の課税非課税証明書 〇 〇 〇 〇

直近3ケ月間に支給された給与の明細書（写）　※7 〇 〇 〇 〇

源泉徴収票（写） 〇 〇 〇 〇

《給与収入のみの場合、以下のいずれか１点も必要》

　※2026年4月1日法改正による。詳細はこちら。

・労働条件通知書（写）

・雇用契約書（写）

《以下のうち、一番新しいもの１点》

・年金振込通知書（写）

・年金改定通知書（写）

〇 〇 〇 〇

直近の確定申告書（写） 〇 〇 〇 〇

収支内訳書（写） 〇 〇 〇 〇

支給決定通知書（写） 〇 〇 〇 〇

収入金額が分かる書類（写） 〇 〇 〇 〇

※1 ：3ヶ月以内に取得した、世帯主・続柄・世帯全員の氏名・対象者の個人番号（マイナンバー）が記載されたもの。

※2 ：3ヶ月以内に取得した、世帯主・続柄・世帯全員の氏名・対象者の個人番号（マイナンバー）が記載されたもの。（対象者の同一世帯の構成（誰と同居しているか）の確認）

※3 ：直近12ヶ月間の送金額・送金者名・受取者名が明記された書類をそろえてください。仕送りを開始したばかりの場合は、最低１ケ月分は書類の提出が必要となります。

　　（ただし、認定後に2ケ月分の送金証明を提出してください。）なお、通帳（写） を提出する場合は、通帳の名義および振込日と金額の頁を提出してください。

※4 ：配偶者が当健保組合の加入者の場合は不要です。

※5 ：離職票１・２が申請時点で発行されていない場合は、「退職証明書（写）」または「退職日が記載された源泉徴収票（写）」を提出してください。

　　　なお、「退職証明書（写）」または「退職日が記載された源泉徴収票（写）」を提出した場合は、認定後すみやかに「離職票１・２」を提出してください。

※6 ：雇用保険受給資格者証（写）に「支給終了」の証明（印字）があるもの

※7 ：直近3ヶ月間に支給された給与の明細書を提出できない場合は、直近12ヶ月間で支給があった月全ての給与明細書を提出してください。

※8 ：同居の場合は内縁関係にある配偶者も含みます。ただし、住民票の続柄が「未届の妻」「未届の夫」は認められますが、「同居人」は認められません。

続柄

扶養申請時の提出書類

同別居（世帯分離の場合は別居）

※会社の定める単身赴任による別居は「同居」として扱いますが、

　税法上扶養していない場合や単身生活者の場合は別居として扱います。

同居 別居
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その他の継続性を有する収入

（利子収入、配当収入、雑収入（原稿料 ･  印税 ･  講演料・治験の

負担軽減費等）、被保険者以外の親族からの仕送り、ハンドメイド

販売・フリマサイトの売上、懸賞の当選金、インターンシップ等）

全員提出するもの

身分（続柄）関係の確認

子の出生

婚姻

収入の減少
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】

被保険者の単身赴任・対象者の通学以外の理由

（被保険者の単身生活含む）での別居

その他

16歳以上

年金収入

（国民・厚生・遺族・障害・恩給・個人年金・企業年金等）

自営業／フリーランス／不動産収入／家賃収入

傷病手当金／出産手当金

給与収入

（定期的なパート・アルバイト、短期派遣、単発バイト

（タイミー等も含む））

掛け持ちをしている場合は、1社ごとに提出してください。

https://nicegroup-kenpo.or.jp/news/2379/
https://nicegroup-kenpo.or.jp/news/2379/

